
第６回理事会議事録 

 

令和８年１月２２日（木） １３：３０～１６：４０  （休憩１５：５２～１６：０７） 

広島県ＰＴＡ連合会事務局 

（定数確認） 

会則第３９条により、理事の出席者数１１名、委任状５名、計１６名で、理事２分の１以上の出席

となり、理事会は成立。 

 

１ 開会 会長挨拶 

             

座長（会長） 司会（工藤副会長） 記録（事務局） 議事録署名人 （高田）（大下） 

        ※会則第 40 条           ※会則第 42 条 

資料 広島県ＰＴＡ連合会会則 

 

２ 本日の日程説明 

10：00～  三役会 

    13：30〜  理事会  

    15：00～  委員会 

    15：00～  会計監査 

 

３ 報告事項等 

（１）日本ＰＴＡ全国協議会関係 

   ①国内研修事業  

      参加者が決定したので、日Ｐから直接参加者の自宅に、参加決定通知書と持ち物等につ 

いての文書が発送された。 

広島県Ｐから推薦したとおり、山県郡Ｐと三原市Ｐの中学２年生の２名が参加決定され 

た。 

    ②その他 

 

（２）渉外報告  

 

（３）第５１回広島県ＰＴＡ研究大会 アンケート集計結果  

 

４ 主な協議・確認事項 

 （１）経過報告と行事予定  

     ・３月５日（木）理事会は、会長の都合が悪いため、３月１１日（水）に変更する。 

 

 （２）各委員会報告     

    ①総務：令和８年度県Ｐ事業計画 

第５２回広島県ＰＴＡ研究大会 大会宣言（案） 

    ②教育研修：令和８年度会長研修会の講師選定 

    ③広報：県Ｐ新聞第７８号（３月発行）について 

       

 （３）令和８年度広島県ＰＴＡ連合会 会長研修会並びに交流会   

    ①開催要項   

     ・広島県ＰのＰＲについて 

        広島県Ｐ保険説明は、今までどおり全体会の中で行うが、それとは別に、講演の前 

に、講演の前段として、令和７年度広島県Ｐ研修事業の様子の映像を約８分間流し、広 

島県Ｐ研修事業の紹介をする。入退場含め 10分間以内で行う。 

         

 



     ・講演時間、講師  

      （結論）講演時間は、入退場含め、謝辞も入れて 90分間とする。 

          講師は、教育研修委員会からの提案どおり、令和７年度広島県Ｐ研修事業講師の 

石川県輪島市ＰＴＡ連合会 会長 山田 忠和 氏を挙手多数により承認。 

          山田氏は、オンデマンド配信もプレスリリースも可能である。 

     

     ・各設定時間 

        交流会の設営時間は、参加者全員、会場から退出後 30分間必要。 

      （結論）17:30から交流会開催とする。 

 

     ・分科会の分け方 

      （結論）「小学校」「中学校」「義務教育学校（小中一貫校含む）」「郡市事務局」別に 10の 

分科会に分け 2部屋に分かれる。「郡市事務局」は部屋を別に設けない。 

  さらに、「小学校」「中学校」は、学校規模別に分けることとし、申込時に参加者 

に希望するところに〇印を記入してもらう。所属する学校規模とは異なるところに 

参加することも可能。 

 

    ②講師検討  

（結論）教育研修委員会から、前回、（案）として名前のあがった方はお断りした。 

 

（４）令和８年度 評議員会、定例総会、会長研修会、交流会について  

①令和８年度県Ｐ会則改正有無の確認→なし 

②各会に案内する来賓の確認 

③定例総会で実施するＰＴＡの歌斉唱は、例年どおり２番までとすることを確認 

④会長研修会アンケート内容の確認  ※紙媒体は実施せずグーグルフォームで実施 

   （結論）①～④について、挙手多数により承認 

 

⑤臨時三役会の日程決定→令和８年５月８日（金）14：00～ 県Ｐ事務局 

 

⑥主な役割の報告   ※他の役割分担は、事務局にまかせていただく。 

ア 5/13 評議員会、6/3 定例総会    

イ 6/3 会長研修会 

ウ 6/3 交流会 

 

（５）令和８年度事業計画について 

（結論）挙手多数により承認 

 

（６）第５２回広島県ＰＴＡ研究大会 大会宣言（案）について  

    （結論）一部修正し、挙手多数により承認 

 

（７）令和８年度 広島県ＰＴＡ連合会研修事業（案）  

    ◆概要説明 

今回の事業の目的、趣旨は議案書の「趣旨」のとおりだが、なぜ子どもたち対象の事業を

するかと言えば、ＰＴＡへの理解が必ずしも良いとは言えない現在だからこそ、子どもたち

のためにあるＰＴＡが、子どもたちを対象とした事業をすることで、ＰＴＡ会員の皆様に対

し、広島県Ｐの活動を知ってもらう、理解してもらう土台を作ることを目的とする。 

      １泊２日にこだわっているわけではないが、輪島研修を通して、宿泊事業とすることでの 

子どもたちの圧倒的な成長や充実感を体感している。 

 

   （結論）次のことについて挙手多数により承認 

       ・令和８年度広島県Ｐ研修事業は、劇団四季「マンマミーア」観劇する。 

       ・内容や宿泊有無はこれから検討する。 



 

（８）令和８年度日本ＰＴＡ全国研究大会奈良大会補助について  

    （結論）県Ｐ理事・監事が大会に参加された場合の補助額は次のとおりとすることを挙手多数 

により承認。 

        広島駅発着の場合 23,690円 

         福山駅発着の場合 21,330円 

        各郡市Ｐに２名ずつ参加依頼予定。 

     

（９）広島県ＰＴＡ連合会チラシについて  

三役で検討中 

 

（10）各郡市ＰＴＡ連合会補助金見直しについて  

   ①令和７年１２月１０日理事会決定事項 

令和７年１２月中に、県Ｐから各郡市Ｐ連に、活動補助金の算出方法の変更案を提示 

し、意見徴収し、１月２２日理事会で承認を得る。 

    ②進捗状況報告とともに今後の対応について協議 

（結論）三役一任することを挙手多数により承認 

  三役で継続して検討する。 

 

５ 連絡事項 

 （１）広島県ＰＴＡ団体保険支払実績表（報告・確認）   

 （２）令和８年３月三役会・理事会・委員会のご案内  

３月５日（木）開催予定だったが、３月１１日（水）に変更する。 

 

６ 回覧 

 （１）第５回理事会議事録 

 （２）委員会記録 

 

７ 配布資料 

 （１）陽だまり第７７号 

  

８ その他 

 

９ 閉会（名古屋副会長 挨拶） 


